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第

四

十

六

号

議

案 

  

江

戸

川

区

事

務

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

  

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

  

平

成

二

十

六

年

二

月

十

七

日 

  

提

出

者 
 

江

戸

川

区

長 

多

田

正

見 

      



第４６号議案 

 
 
 

江

戸

川

区

事

務

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 
江

戸

川

区

事

務

手

数

料

条

例

（

昭

和

五

十

一

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

別

表

第

一

中 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 

 

」 

を 「 

 

」 

に

改

め

る

。 

別

表

第

二

健

康

部

の

表

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

健

康

部 

     

17 

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

の

交

付 

一

件 

五

百

円 

17 

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

の

交

付 

一

件 

五

百

十

円

一
の
二 

温
泉
法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一 

一 

温
泉
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
温
泉
の
利
用
の
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

事
務 

温
泉
の
利
用
の
許
可
を
受 

温
泉
利
用
許
可
申
請
手
数

料 
 

名
称 

一
件
に
つ
き 

 

一
件
に
つ
き 

三
万
五
千
五
十
円 

  

額 

承
認
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

徴
収
時
期 



第４６号議案 

                  

七 

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三 

号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生
法
施
行
令 

（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五 

六 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

七
号
）
第
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

所
の
検
査 

五 

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号

第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
理
容
所
の
検
査
又
は

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第

十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
美
容
所
の
検
査 

四 

公
衆
浴
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
九
号

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
浴
場
業
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審
査 

三 

旅
館
業
法
第
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
旅
館
業
の
許
可
を
受
け
た
地
位

の
承
継
の
承
認
申
請
に
対
す
る
審
査 

二 

旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
旅
館
業
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審
査 

項
の
規
定
に
基
づ
く
温
泉
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
地

位
の
承
継
の
承
認
申
請
に
対
す
る
審
査 

 
 

飲
食
店
営
業
許
可
申
請
手

数
料 

１ 

飲
食
店
（
移
動
飲
食 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
検
査
手

数
料 

 

理
容
所
又
は
美
容
所
の
検

査
手
数
料 

浴
場
業
許
可
申
請
手
数
料 

旅
館
業
の
許
可
を
受
け
た

地
位
の
承
継
の
承
認
申
請

手
数
料 

旅
館
業
許
可
申
請
手
数
料 

１ 

ホ
テ
ル
営
業 

 
 
 
 
 

２ 

旅
館
営
業 

 

３ 

簡
易
宿
所
営
業 

 

４ 

下
宿
営
業 

 

け
た
地
位
の
承
継
の
承
認

申
請
手
数
料 

  
一
件
に
つ
き 

 一
件
に
つ
き 

二
万
四
千
五
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
万
四
千
五
十
円 

一
件
に
つ
き 

三
万
六
百
五
十
円 

一
件
に
つ
き 

九
千
七
百
十
円 

 

 

一
件
に
つ
き 

三
万
六
百
五
十
円 

一
件
に
つ
き 

三
万
六
百
五
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
六
千
五
百
五
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
六
千
五
百
五
十
円 

九
千
七
百
十
円 

 

許
可
申
請
の
と
き 

 

開
設
の
届
出
の
と
き 

開
設
の
届
出
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

承
認
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

） ） 



第４６号議案 

                  

十 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生
法 

九 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生
法

施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
菓
子
製
造
業
の

許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業
に
限

る
。
） 

八 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生
法

施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
喫
茶
店
営
業
の

許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業
に
限

る
。
） 

条
の
規
定
に
基
づ
く
飲
食
店
営
業
の
許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査
（
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三

十
五
号
）
に
規
定
す
る
卸
売
市
場
外
の
営
業
及
び
卸
売

市
場
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
二
十
一

号
）
に
規
定
す
る
花
き
市
場
内
の
営
業
（
以
下
「
卸
売

市
場
外
営
業
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
） 

あ
ん
類
製
造
業
許
可
申
請 

菓
子
製
造
業
許
可
申
請
手

数
料 

１ 

菓
子
製
造
業
（
移
動

菓
子
製
造
業
又
は
臨
時

菓
子
製
造
業
を
除
く
。 

２ 

移
動
菓
子
製
造
業
又

は
臨
時
菓
子
製
造
業 

菓
子
製
造
業
許
可
更
新
申

請
手
数
料 

１ 

菓
子
製
造
業
（
移
動

菓
子
製
造
業
又
は
臨
時

菓
子
製
造
業
を
除
く
。 

２ 

移
動
菓
子
製
造
業
又

は
臨
時
菓
子
製
造
業 

 

喫
茶
店
営
業
許
可
申
請
手

数
料 

喫
茶
店
営
業
許
可
更
新
申

請
手
数
料 

店
又
は
臨
時
飲
食
店
を

除
く
。
）
営
業 

２ 

移
動
飲
食
店
営
業
又

は
臨
時
飲
食
店
営
業 

飲
食
店
営
業
許
可
更
新
申

請
手
数
料 

１ 

飲
食
店
（
移
動
飲
食

店
又
は
臨
時
飲
食
店
を

除
く
。
）
営
業 

２ 

移
動
飲
食
店
営
業
又

は
臨
時
飲
食
店
営
業 

 

一
件
に
つ
き 

  

一
件
に
つ
き 

一
万
六
千
八
百
三
十
円 

 

一
件
に
つ
き 

五
千
五
百
三
十
円 

  

一
件
に
つ
き 

八
千
四
百
二
十
円 

 

一
件
に
つ
き 

二
千
七
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
千
五
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

五
千
七
百
二
十
円 

一
万
八
千
三
百
三
十
円 

 

一
件
に
つ
き 

五
千
六
百
三
十
円 

  

一
件
に
つ
き 

八
千
九
百
二
十
円 

 

一
件
に
つ
き 

二
千
七
百
二
十
円 

許
可
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

      

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

    

更
新
申
請
の
と
き 

） ） 



第４６号議案 

                  

十
六 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生

法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
乳
類
販
売
業

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業
に

限
る
。
） 

十
五 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生

法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
集
乳
業
の
許

可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業
に
限
る 

十
四 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生

法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
乳
製
品
製
造

業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業

に
限
る
。
） 

十
三 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生

法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
牛
乳
搾

取
処
理
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場

外
営
業
に
限
る
。
） 

十
二 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生

法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
乳
処
理
業
の

許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業
に
限

る
。
） 

十
一 
食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生

法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
ア
イ
ス
ク
リ

ー
ム
類
製
造
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売

市
場
外
営
業
に
限
る
。
） 

施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
あ
ん
類
製
造
業

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業
に

限
る
。
） 

乳
類
販
売
業
許
可
申
請
手

数
料 

乳
類
販
売
業
許
可
更
新
申

請
手
数
料 

 

集
乳
業
許
可
申
請
手
数
料 

 

集
乳
業
許
可
更
新
申
請
手

数
料 

 

乳
製
品
製
造
業
許
可
申
請

手
数
料 

乳
製
品
製
造
業
許
可
更
新

申
請
手
数
料 

 

特
別
牛
乳
搾
取
処
理
業
許

可
申
請
手
数
料 

特
別
牛
乳
搾
取
処
理
業
許

可
更
新
申
請
手
数
料 

 

乳
処
理
業
許
可
申
請
手
数

料 乳
処
理
業
許
可
更
新
申
請

手
数
料 

 

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
製
造

業
許
可
申
請
手
数
料 

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
製
造

業
許
可
更
新
申
請
手
数
料 

 

手
数
料 

あ
ん
類
製
造
業
許
可
更
新

申
請
手
数
料 

一
件
に
つ
き 

一
万
千
五
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

五
千
七
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
千
五
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

五
千
七
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
万
五
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
六
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
万
五
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
六
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
万
五
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
六
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
六
千
八
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

八
千
四
百
二
十
円 

一
万
六
千
八
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

八
千
四
百
二
十
円 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

） 。

 



第４６号議案 

                  

二
十
三 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
食
品
の
冷

凍
又
は
冷
蔵
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売 

二
十
二 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
魚
肉
ね
り

製
品
製
造
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市

場
外
営
業
に
限
る
。
） 

二
十
一 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
魚
介
類
せ

り
売
営
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場

外
営
業
に
限
る
。
） 

二
十 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生

法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
魚
介
類
販
売

業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業

に
限
る
。
） 

十
九 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生

法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
食
肉
製
品
製

造
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営

業
に
限
る
。
） 

十
八 
食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生

法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
食
肉
販
売
業

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業
に

限
る
。
） 

十
七 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生

法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
食
肉
処
理
業

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業
に

限
る
。
） 

食
品
の
冷
凍
又
は
冷
蔵
業

許
可
申
請
手
数
料 

食
品
の
冷
凍
又
は
冷
蔵
業 

魚
肉
ね
り
製
品
製
造
業
許

可
申
請
手
数
料 

魚
肉
ね
り
製
品
製
造
業
許

可
更
新
申
請
手
数
料 

 

魚
介
類
せ
り
売
営
業
許
可

申
請
手
数
料 

魚
介
類
せ
り
売
営
業
許
可

更
新
申
請
手
数
料 

 

魚
介
類
販
売
業
許
可
申
請

手
数
料 

魚
介
類
販
売
業
許
可
更
新

申
請
手
数
料 

 

食
肉
製
品
製
造
業
許
可
申

請
手
数
料 

食
肉
製
品
製
造
業
許
可
更

新
申
請
手
数
料 

 

食
肉
販
売
業
許
可
申
請
手

数
料 

食
肉
販
売
業
許
可
更
新
申

請
手
数
料 

 

食
肉
処
理
業
許
可
申
請
手

数
料 

食
肉
処
理
業
許
可
更
新
申

請
手
数
料 

 

一
件
に
つ
き 

二
万
五
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

一
万
九
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

九
千
六
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
万
五
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
六
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
千
五
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

五
千
七
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
万
五
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
六
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
千
五
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

五
千
七
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
万
五
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
六
百
二
十
円 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 



第４６号議案 

                  

三
十 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生 

二
十
九 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
食
用
油
脂

製
造
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外

営
業
に
限
る
。
） 

二
十
八 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
氷
雪
販
売

業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業

に
限
る
。
） 

二
十
七 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
氷
雪
製
造

業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業

に
限
る
。
） 

二
十
六 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
乳
酸
菌
飲

料
製
造
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場

外
営
業
に
限
る
。
） 

二
十
五 
食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
清
涼
飲
料

水
製
造
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場

外
営
業
に
限
る
。
） 

二
十
四 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
食
品
の
放

射
線
照
射
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市

場
外
営
業
に
限
る
。
） 

市
場
外
営
業
に
限
る
。
） 

マ
ー
ガ
リ
ン
又
は
シ
ョ
ー 

食
用
油
脂
製
造
業
許
可
申

請
手
数
料 

食
用
油
脂
製
造
業
許
可
更

新
申
請
手
数
料 

 

氷
雪
販
売
業
許
可
申
請
手

数
料 

氷
雪
販
売
業
許
可
更
新
申

請
手
数
料 

 

氷
雪
製
造
業
許
可
申
請
手

数
料 

氷
雪
製
造
業
許
可
更
新
申

請
手
数
料 

 

乳
酸
菌
飲
料
製
造
業
許
可

申
請
手
数
料 

乳
酸
菌
飲
料
製
造
業
許
可

更
新
申
請
手
数
料 

 

清
涼
飲
料
水
製
造
業
許
可

申
請
手
数
料 

清
涼
飲
料
水
製
造
業
許
可

更
新
申
請
手
数
料 

 

食
品
の
放
射
線
照
射
業
許

可
申
請
手
数
料 

食
品
の
放
射
線
照
射
業
許

可
更
新
申
請
手
数
料 

 

許
可
更
新
申
請
手
数
料 

一
件
に
つ
き 

 

一
件
に
つ
き 

二
万
五
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
六
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
五
千
八
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

八
千
二
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
万
五
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
六
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
六
千
八
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

八
千
四
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
万
五
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
六
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
万
五
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
六
百
二
十
円 

一
万
二
千
六
百
二
十
円 

許
可
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

 



第４６号議案 

                  

三
十
六 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
納
豆
製
造 

三
十
五 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
豆
腐
製
造

業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業

に
限
る
。
） 

三
十
四 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
酒
類
製
造

業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業

に
限
る
。
） 

三
十
三 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
ソ
ー
ス
類

製
造
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外

営
業
に
限
る
。
） 

三
十
二 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
醤
油
製
造

業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業

に
限
る
。
） 

三
十
一 
食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
み
そ
製
造

業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業

に
限
る
。
） 

法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
マ
ー
ガ
リ
ン

又
は
シ
ョ
ー
ト
ニ
ン
グ
製
造
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す

る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業
に
限
る
。
） 

納
豆
製
造
業
許
可
申
請
手

数
料 

 

豆
腐
製
造
業
許
可
申
請
手

数
料 

豆
腐
製
造
業
許
可
更
新
申

請
手
数
料 

 

酒
類
製
造
業
許
可
申
請
手

数
料 

酒
類
製
造
業
許
可
更
新
申

請
手
数
料 

 

ソ
ー
ス
類
製
造
業
許
可
申

請
手
数
料 

ソ
ー
ス
類
製
造
業
許
可
更

新
申
請
手
数
料 

 

醤
油
製
造
業
許
可
申
請
手

数
料 

醤
油
製
造
業
許
可
更
新
申

請
手
数
料 

 

み
そ
製
造
業
許
可
申
請
手

数
料 

み
そ
製
造
業
許
可
更
新
申

請
手
数
料 

 

ト
ニ
ン
グ
製
造
業
許
可
申

請
手
数
料 

マ
ー
ガ
リ
ン
又
は
シ
ョ
ー

ト
ニ
ン
グ
製
造
業
許
可
更

新
申
請
手
数
料 

 

一
件
に
つ
き 

一
万
六
千
八
百
三
十
円 

 

一
件
に
つ
き 

一
万
六
千
八
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

八
千
四
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
九
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

九
千
六
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
九
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

九
千
六
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
九
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

九
千
六
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
九
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

九
千
六
百
二
十
円 

二
万
五
千
二
百
三
十
円 

 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
六
百
二
十
円 

許
可
申
請
の
と
き 

  

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

  

更
新
申
請
の
と
き 



第４６号議案 

                  

四
十
三 

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
三
条
の
規

定
に
基
づ
く
食
鳥
処
理
事
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

四
十
二 

東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
第
十
七
条
第

四
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
済
票
の
再
交
付 

四
十
一 

東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
（
昭
和
六
十

一
年
東
京
都
条
例
第
五
十
一
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
く
届
出
済
票
の
交
付 

四
十 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛
生

法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
添
加
物
製
造

業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業

に
限
る
。
） 

三
十
九 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
缶
詰
又
は

瓶
詰
食
品
製
造
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸

売
市
場
外
営
業
に
限
る
。
） 

三
十
八 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
そ
う
ざ
い

製
造
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外

営
業
に
限
る
。
） 

三
十
七 

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
食
品
衛

生
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
め
ん
類
製

造
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営

業
に
限
る
。
） 

業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市
場
外
営
業

に
限
る
。
） 

食
鳥
処
理
事
業
許
可
申
請

手
数
料 

ふ
ぐ
加
工
製
品
取
扱
届
出

済
票
再
交
付
手
数
料 

ふ
ぐ
加
工
製
品
取
扱
届
出

済
票
交
付
手
数
料 

添
加
物
製
造
業
許
可
申
請

手
数
料 

添
加
物
製
造
業
許
可
更
新

申
請
手
数
料 

 
缶
詰
又
は
瓶
詰
食
品
製
造

業
許
可
申
請
手
数
料 

缶
詰
又
は
瓶
詰
食
品
製
造

業
許
可
更
新
申
請
手
数
料 

 

そ
う
ざ
い
製
造
業
許
可
申

請
手
数
料 

そ
う
ざ
い
製
造
業
許
可
更

新
申
請
手
数
料 

 

め
ん
類
製
造
業
許
可
申
請

手
数
料 

め
ん
類
製
造
業
許
可
更
新

申
請
手
数
料 

 

納
豆
製
造
業
許
可
更
新
申

請
手
数
料 

 

一
件
に
つ
き 

二
万
二
千
五
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
千
四
百
十
円 

一
件
に
つ
き 

三
千
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
万
五
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
六
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
万
五
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
六
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
万
五
千
二
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
六
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
六
千
八
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

八
千
四
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

八
千
四
百
二
十
円 

許
可
申
請
の
と
き 

再
交
付
申
請
の
と
き 

届
出
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

更
新
申
請
の
と
き 



第４６号議案 

  

                

五
十
二 

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
診
療
所
の
開
設
の
許

可 

五
十
一 

狂
犬
病
予
防
法
施
行
令
第
三
条
の
規
定
に
基
づ

く
犬
の
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
の
再
交
付 

五
十 

狂
犬
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第

二
百
三
十
六
号
）
第
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
犬
の

鑑
札
の
再
交
付 

四
十
九 

狂
犬
病
予
防
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

く
犬
の
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
の
交
付 

四
十
八 

狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

四
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
く
犬
の
登
録
及
び
鑑
札
の
交
付 

四
十
七 

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関

す
る
法
律
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
規

程
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

四
十
六 

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関

す
る
法
律
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
規

程
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

四
十
五 

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関

す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定

に
基
づ
く
食
鳥
検
査 

四
十
四 

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関

す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
食
鳥
処
理

場
の
構
造
又
は
設
備
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

診
療
所
開
設
許
可
手
数
料 

狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
再

交
付
手
数
料 

犬
の
鑑
札
の
再
交
付
手
数

料 狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
交

付
手
数
料 

犬
の
登
録
（
鑑
札
の
交
付

を
含
む
。
）
手
数
料 

確
認
規
程
の
変
更
認
定
申

請
手
数
料 

確
認
規
程
の
認
定
申
請
手

数
料 

食
鳥
検
査
手
数
料 

食
鳥
処
理
場
の
構
造
又
は

設
備
変
更
許
可
申
請
手
数

料 

一
件
に
つ
き 

一
万
九
千
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

三
百
四
十
円 

一
件
に
つ
き 

千
六
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

五
百
五
十
円 

一
頭
に
つ
き 

三
千
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
千
七
百
十
円 

一
件
に
つ
き 

六
千
二
百
十
円 

一
羽
に
つ
き 

六
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
三
十
円 

許
可
申
請
の
と
き 

再
交
付
の
と
き 

再
交
付
の
と
き 

交
付
の
と
き 

交
付
の
と
き 

変
更
認
定
申
請
の
と

き 認
定
申
請
の
と
き 

検
査
申
請
の
と
き 

変
更
許
可
申
請
の
と

き 



第４６号議案 

                  

六
十
一 

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号 

 

第
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
薬
局
開 

六
十 

死
体
解
剖
保
存
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

四
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
死
体
の
保

存
の
許
可 

五
十
九 

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の

四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
衛
生
検
査
所
の
登
録
の
変

更 

五
十
八 

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
衛
生
検
査
所
の
登
録
に
関

す
る
証
明
書
の
再
交
付 

五
十
七 

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
衛
生
検
査
所
の
登
録
に
関

す
る
証
明
書
の
書
換
交
付 

五
十
六 

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
衛
生
検
査
所
の
登
録 

五
十
五 

医
療
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
助
産
所

の
検
査 

五
十
四 

医
療
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
診
療
所

の
検
査 

五
十
三 

医
療
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
助
産

所
の
開
設
の
許
可 

薬
局
開
設
許
可
申
請
手
数

料 死
体
保
存
許
可
手
数
料 

衛
生
検
査
所
登
録
変
更
申

請
手
数
料 

衛
生
検
査
所
登
録
証
明
書

再
交
付
手
数
料 

衛
生
検
査
所
登
録
証
明
書

書
換
交
付
手
数
料 

衛
生
検
査
所
登
録
申
請
手

数
料 

助
産
所
検
査
手
数
料 

診
療
所
検
査
手
数
料 

助
産
所
開
設
許
可
手
数
料 

一
件
に
つ
き 

三
万
四
千
百
五
十
円 

一
件
に
つ
き 

三
千
四
百
十
円 

一
件
に
つ
き 

六
万
千
九
十
円 

一
件
に
つ
き 

八
千
二
百
十
円 

一
件
に
つ
き 

八
千
二
百
十
円 

一
件
に
つ
き 

八
万
九
十
円 

実
地
検
査
一
件
に
つ
き 

二
万
千
三
十
円 

自
主
検
査
一
件
に
つ
き 

三
千
七
百
十
円 

実
地
検
査
一
件
に
つ
き 

二
万
六
千
五
十
円 

自
主
検
査
一
件
に
つ
き 

三
千
七
百
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
五
千
三
十
円 

許
可
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

変
更
申
請
の
と
き 

再
交
付
申
請
の
と
き 

書
換
交
付
申
請
の
と

き 登
録
申
請
の
と
き 

検
査
申
請
の
と
き 

検
査
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

） 



第４６号議案 

                  

六
十
八 

薬
事
法
施
行
令
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ 

六
十
七 

薬
事
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一

号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
薬
局
製
造
販
売

医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
書
換
交
付 

六
十
六 

薬
事
法
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
く
医
薬
品
の
販
売
業
の
許
可
及
び
許
可
の
更

新
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

六
十
五 

薬
事
法
第
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
薬

局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
に
係
る
承
認
事
項
の

一
部
変
更
の
承
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

六
十
四 

薬
事
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
薬

局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
品
目
に
係
る
承
認
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

六
十
三 

薬
事
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
く
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
業
の
許
可
及

び
許
可
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

六
十
二 

薬
事
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
く
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許

可
及
び
許
可
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

設
の
許
可
及
び
許
可
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
製 

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
製

造
販
売
業
許
可
証
書
換
交

付
手
数
料 

医
薬
品
販
売
業
許
可
申
請

手
数
料 

医
薬
品
販
売
業
許
可
更
新

申
請
手
数
料 

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
製

造
販
売
承
認
事
項
の
一
部

変
更
承
認
申
請
手
数
料 

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
製

造
販
売
品
目
承
認
申
請
手

数
料 

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
製

造
業
許
可
申
請
手
数
料 

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
製

造
業
許
可
更
新
申
請
手
数

料 薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
製

造
販
売
業
許
可
申
請
手
数

料 薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
製

造
販
売
業
許
可
更
新
申
請

手
数
料 

薬
局
開
設
許
可
更
新
申
請

手
数
料 

一
件
に
つ
き 

 

一
件
に
つ
き 

二
千
四
百
十
円 

一
件
に
つ
き 

三
万
四
千
百
五
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
七
百
三
十
円 

一
品
目
に
つ
き 

百
四
十
円 

一
品
目
に
つ
き 

百
四
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
三
千
八
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

七
千
六
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

七
千
二
百
十
円 

 

一
件
に
つ
き 

四
千
四
百
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
二
千
七
百
三
十
円 

再
交
付
申
請
の
と
き 

書
換
交
付
申
請
の
と

き 許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

承
認
申
請
の
と
き 

承
認
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

許
可
申
請
の
と
き 

  

更
新
申
請
の
と
き 

更
新
申
請
の
と
き 



第４６号議案 

                   

七
十
六 

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年

政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ

く
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
の
登
録
票
の
書
換
交
付 

七
十
五 

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
三
百
三
号
）
第
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に

基
づ
く
販
売
業
の
登
録
申
請
に
対
す
る
審
査 

七
十
四 

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
麻
薬
小
売
業
者
の
免
許
証
の
再
交
付 

七
十
三 

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年

法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
麻

薬
小
売
業
者
の
免
許
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

七
十
二 

薬
事
法
施
行
令
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
薬
局
開
設
又
は
医
薬
品
の
販
売
業
の
許
可
証
の

再
交
付 

七
十
一 

薬
事
法
施
行
令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
薬
局
開
設
又
は
医
薬
品
の
販
売
業
の
許
可
証
の

書
換
交
付 

七
十 

薬
事
法
施
行
令
第
十
三
条
第
一
項
に
基
づ
く
薬
局

製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
業
の
許
可
証
の
再
交
付 

六
十
九 

薬
事
法
施
行
令
第
十
二
条
第
一
項
に
基
づ
く
薬

局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
業
の
許
可
証
の
書
換
交
付 

く
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の

再
交
付 

毒
物
劇
物
販
売
業
登
録
票

書
換
交
付
手
数
料 

毒
物
劇
物
販
売
業
登
録
手

数
料 

毒
物
劇
物
販
売
業
登
録
更

新
手
数
料 

麻
薬
小
売
業
者
免
許
証
再

交
付
手
数
料 

麻
薬
小
売
業
者
免
許
申
請

手
数
料 

薬
局
開
設
許
可
証
又
は
医

薬
品
販
売
業
許
可
証
の
再

交
付
手
数
料 

薬
局
開
設
許
可
証
又
は
医

薬
品
販
売
業
許
可
証
の
書

換
交
付
手
数
料 

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
製

造
業
許
可
証
再
交
付
手
数

料 薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
製

造
業
許
可
証
書
換
交
付
手

数
料 

造
販
売
業
許
可
証
再
交
付

手
数
料 

一
件
に
つ
き 

二
千
八
百
十
円 

一
件
に
つ
き 

一
万
六
千
九
百
五
十
円 

一
件
に
つ
き 

七
千
四
百
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

三
千
二
百
十
円 

一
件
に
つ
き 

四
千
六
百
十
円 

一
件
に
つ
き 

三
千
五
百
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
千
五
百
十
円 

一
件
に
つ
き 

三
千
四
百
十
円 

一
件
に
つ
き 

二
千
四
百
十
円 

三
千
四
百
十
円 

書
換
交
付
申
請
の
と

き 登
録
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

再
交
付
申
請
の
と
き 

免
許
申
請
の
と
き 

再
交
付
申
請
の
と
き 

書
換
交
付
申
請
の
と

き 再
交
付
申
請
の
と
き 

書
換
交
付
申
請
の
と

き 

 



第４６号議案 

              

付 

則 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

表

第

二

健

康

部

の

表

の

改

正

規

定

（

第

六

十

一

項

に

係

る

部

分

（

「

第

四

項

」

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

に

限

る

。

は

、

同

年

六

月

十

二

日

か

ら

施

行

す

る

。 

七
十
九 

動
物
質
原
料
の
運
搬
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

三
十
三
年
東
京
都
条
例
第
三
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に

基
づ
く
動
物
質
原
料
の
運
搬
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す

る
審
査
及
び
運
搬
容
器
の
検
査
（
卸
売
市
場
外
営
業
に

限
る
。
） 

七
十
八 

食
品
製
造
業
等
取
締
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
東

京
都
条
例
第
百
十
一
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く

行
商
人
の
届
出
に
基
づ
く
鑑
札
及
び
記
章
の
交
付
及
び

製
造
業
者
等
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
（
卸
売
市

場
外
営
業
に
限
る
。
） 

七
十
七 

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
第
三
十
六
条
の

規
定
に
基
づ
く
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
の
登
録
票
の

再
交
付 

１ 

動
物
質
原
料
の
運
搬

業
許
可
手
数
料 

２ 

動
物
質
原
料
の
運
搬

業
許
可
更
新
手
数
料 

３ 

運
搬
容
器
検
査
手
数

料 

４ 

運
搬
容
器
再
検
査
手

数
料 

５ 

運
搬
容
器
検
査
証
再

交
付
手
数
料 

１ 

行
商
人
の
鑑
札
及
び

記
章
の
交
付
手
数
料 

２ 

行
商
人
の
鑑
札
及
び

記
章
の
再
交
付
手
数
料 

３ 

食
品
製
造
業
等
許
可

申
請
手
数
料 

４ 

食
品
製
造
業
等
許
可

更
新
申
請
手
数
料 

 

毒
物
劇
物
販
売
業
登
録
票

再
交
付
手
数
料 

一
件
に
つ
き 

八
千
三
十
円 

一
件
に
つ
き 

四
千
十
円 

運
搬
容
器
一
個
に
つ
き 

二
百
十
円 

運
搬
容
器
一
個
に
つ
き 

百
十
円 

運
搬
容
器
一
個
に
つ
き 

百
十
円 

業
種
ご
と
に 

千
八
百
十
円 

一
件
ご
と
に 

千
百
十
円 

業
種
ご
と
に 

一
万
三
千
二
百
三
十
円 

業
種
ご
と
に 

七
千
八
百
二
十
円 

一
件
に
つ
き 

四
千
九
百
十
円 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

 

検
査
申
請
の
と
き 

 

再
検
査
申
請
の
と
き 

 

再
交
付
申
請
の
と
き 

届
出
の
と
き 

 

届
出
の
と
き 

 

許
可
申
請
の
と
き 

 

更
新
申
請
の
と
き 

再
交
付
申
請
の
と
き 

） 
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（

説

明

） 

 

消

費

税

法

（

昭

和

六

十

三

年

法

律

第

百

八

号

）

の

改

正

に

伴

い

、

手

数

料

の

額

を

改

め

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

     


